
守口市告示第42号

次のとおり条件付き一般競争入札（以下「入札」という。）を執行する。

１　入札に付する事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

２　入札参加者に必要な資格

次に掲げる資格要件のすべてに該当し、かつ本市が認めた者であること。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

令和8年4月1日　～　令和11年3月31日

大阪府内に本店、支店又は営業所等を有すること。

履 行 期 間

対 象 の 位 置 守口市ストックヤード　守口市寺方錦通４丁目９番12号

支 払 方 法 毎月払

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。

令和8年2月10日

守口市長　瀬野　憲一

業 務 名 ストックヤード管理業務委託

概 要 施設維持管理業務一式

守口市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置（以下「入札参加停止措置」という。）
を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこ
と。

守口市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外措置を受
けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこと。

会社更生法（平成14年法律第154号）又は同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第
172号）の適用申請をした者（更生計画の認可を受けた者を除く。）でないこと。

民事再生法（平成11年法律第225号）の適用申請をした者（再生計画の認可を受けた者を除
く。）でないこと。

本入札の入札参加資格確認審査申請時において、本市物品等入札参加有資格者名簿に業種
「一般廃棄物（収集運搬・処理）」または、「産業廃棄物（収集運搬・処理）」で登録され
ていること。

令和2年度以降において、地方公共団体等（国、地方公共団体又は公共法人）との間に、一
般廃棄物処分業務の契約の元請実績があること。
※履行実績の有無は、事業者単位で判定する。当該事業者の本市入札参加有資格者名簿の登
録が本社・本店であるか支店・営業所等であるかを問わない。
※本条件の期間には、履行完了日が当てはまればよく、契約締結日はこの限りでない。
※本条件に該当する履行実績を証する書面（契約書、仕様書等）の写しを添付すること。



(9)

(10)

３　入札スケジュール

(1)

(2) 17:00 まで

(3)

(4) 17:00 まで

(5)

(6) 14:00 入札室

(7)

・ 提出書類作成に係る留意点については、公告及び仕様書等を確認すること。

・ 入札参加資格申請、質問等については入札公告日から提出可能とする。

・ 書類の送付先及び受付場所については、「11　契約条項を示す場所」とする。

　※申請受付期間

・ 持参する場合は、午前9時から午後5時30分まで（土、日、祝を除く。）

一般廃棄物処理施設設置許可もしくは産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施
設の設置についての特例を有する者であること。

日程

粗大ごみの処理を受託者自ら又は業務提携先と共同して、受入れから最終処分まで一貫して
行える体制を有していること。

公 告 日 令和8年2月10日(火)

質 問 受 付 期 間 令和8年2月16日(月)

質 問 回 答 日 令和8年2月18日(水)

契 約 予 定 日 落札決定日から7日以内（市の休日を除く。）

内容

申 請 受 付 期 間 令和8年2月25日(水)

確 認 結 果 通 知 日 令和8年2月27日(金)

入 札 日 令和8年3月5日(木)



４  入札参加資格確認申請・確認結果通知

(1) 入札参加資格確認申請及び確認結果通知は、次のとおり行う。

(2)

①

②

③

④

⑤

(4)

(5)

提 出 方 法 持参又は郵送（書留郵便に限る。郵送の場合は、提出期限必着）

入札参加資格確認申請書その他添付書類に虚偽の説明をした場合
は、入札参加停止措置を行う場合がある。

履行実績が確認できる書類（契約書
等：押印が確認でき、契約期間、金額
が明記されたもの又は履行証明書等：
発注者が発行するもの）【写し】

業務提携書（様式第２号）（業務提携
する場合のみ）

一般廃棄物処理施設設置許可もしくは
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一
般廃棄物処理施設の設置についての特
例許可・届出書等【写し】

粗大ごみの運搬から最終処分までの体
制を図示したもの

確 認 結 果 通 知
入札参加資格の有無の確認後、その結果を通知する。
入札参加資格確認結果については、郵送する。併せてFAX にて通知
するので、必ず受取確認のFAXを返信すること。（様式自由）

入 札 参 加 停 止

(3) 提 出 書 類

様式１ 入札参加資格確認申請書

添付書類



５  入札上の注意

(1)

(2)

(3)

①

②

２回

「２　入札参加者に必要な資格」を有していない者のし
た入札

本告示文書、守口市競争入札心得、入札参加資格確認結
果通知書その他本入札に関する書類に定める入札条件に
違反した入札

(5) 長 期 継 続 契 約

地方自治法施行令第167条の17及び守口市長期継続契約に関する条
例第２条第２号に基づく長期継続契約

本契約は、地方自治法第234条の３の規定による長期継続契約であ
るため、守口市役所はこの契約の締結の日の属する年度の翌年度以
降において、当該契約に係る守口市役所の歳出予算において減額又
は削除があった場合には、この契約を変更し、又は解除することが
できる。この場合において、受注者は変更又は解除により生じた損
害の賠償を請求することができない。

本案件は、予算成立前に準備行為として行う入札である。市議会に
おいて、本案件の契約金額を支払うための歳出予算が成立しなかっ
た場合は、落札決定した後であっても契約を締結しないものとす
る。この場合において、本入札に要した費用については入札参加者
の負担とし、市に請求することはできない。

(4) 入 札 の 無 効

開札時において、次のいずれかに該当する入札は無効とする。

入札書の記載方法
入札金額は、消費税及び地方消費税抜きで記載のこと。（課税業者
であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から
消費税及び地方消費税相当額を控除した金額を記載。）

契 約 金 額 の 決 定

契約決定にあたっては、総価契約分については、内訳書記載の小計
（税抜）①に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた
金額）をもって契約金額とし、単価契約分については、内訳書記載
単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額）を
もって契約金額とする。

入 札 回 数



６  入札時の内訳書の提出

①

②

③

④

７  質問の受付及び回答

①

②

③

④

(2) ①

８  必要書類について

(1)
各種様式等については、市のホームページからダウンロードすること。（環境下水道部環境
対策課の「入札・募集情報」を参照)

本市ホームページに掲載する。
回答に対する再質問は受け付けない。

質 問 方 法

回 答 方 法

(1)

提出の要否 必要

要 件

(1)

提出書類の作成に係るもの及び仕様書等に対して質問が
ある場合は、質問書を提出すること。

送信件名は、「ストックヤード管理業務委託質問」とす
ること。

E-mail 又はFAXで担当あてに送付すること。

回答期日を過ぎて、回答が無い場合は担当に確認するこ
と。

指定様式 あり

内訳書の提出が必要な場合において、内訳書の提出がな

い入札は無効とする。（年割明細書が必要な場合は、内

訳書として取り扱う。）
入札金額と内訳書の金額が合致しない場合、本入札とは

関係ない案件の内訳書を提出した場合については、内訳

書の提出がない入札とみなす。



９  契約手続

(1)

(2)

(3)

(4)

10 その他

(1)

(2)

(3)

(4)

11  契約条項を示す場所

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

06-6991-3840

入札保証金の納付は、守口市契約規則第６条第２号の規定により免除する。ただし、落札者
が落札者の責により契約を締結しなかった場合は、落札金額（単価契約の場合は、見積単価
に予定数量を乗じて得た金額）（税込）の100分の３に相当する金額を損害賠償金として徴
収する。

落札者は、契約金額（単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額）の100分
の10に相当する額（千円未満切り上げ）の契約保証金を納付しなければならない。ただし、
守口市契約規則第21条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。

契約代金の支払い及び納入については、毎月払、毎月納入（請求）とする。

場 所 守口市役所 環境下水道部　環境対策課

メ ー ル ア ド レ ス kankyou@city.moriguchi.lg.jp

担 当 渡邊、石澤

住 所 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号

Ｆ Ａ Ｘ 06-6991-7188

電 話

ストックヤード管理業務委託及び再生資源（粗大鉄等）売買契約の契約書を作成する（電子
契約による場合を含む）。

提出書類の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、市から指示があった場合を
除く。

市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

入札参加者は、本告示文書、守口市競争入札心得、入札参加資格確認結果通知書その他本入
札に関する書類を熟読し、十分に理解したうえで、入札に参加しなければならない。

書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法
（平成４年法律第51号）に定める単位とする。


